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 先に提案のあったまちづくり提案について、下記のとおり決定しましたので、基山町まち

づくり基本条例施行規則第１１条第３項の規定に基づき通知します。 

 

記 

 

１ 提案の取扱い 

 

  平成２９年２月１０日付けで提案がありました、新規カーブミラーの設置要望につき

ましては、該当箇所へのカーブミラーの設置は見送らせていただきます。 

 

２ 取扱いの理由 

 

  建設課で設置要望箇所の現地確認を行いました。該当箇所においては、向平原地区方面

から基山駅方面へ向かう場合には、町道真尻２号線から進行してくる車両等の視認性が

悪いためカーブミラーを設置しておりますが、基山駅方面から向平原地区方面へ向かう

場合においては、町道真尻２号線からの車両等は視認できるため、カーブミラーの設置は

見送らせていただきます。 

 

 


